
 次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定

し、随意契約の相手方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）を実

施する。  

 

 令和５年（２０２３年）６月１２日  

北海道知事 鈴木 直道  

 

１ 公募型プロポーザル方式に付す事項  

（１）業務名  

   道産水産物需要拡大事業委託業務  

（２）業務の目的  

   近年、海洋環境の変化などにより、サケやサンマなどの本道主要魚種の生産量が減少す

る一方、マイワシ、ブリ、ニシンの生産量が急激に増加している。しかし、北海道におい

てこれらの魚種の認知度や消費量は依然として低く、これら魚種について更なる需要拡大

を図る必要がある。このため、これらの魚種を対象に飲食店等におけるメニューフェアを

実施するほか、フェアを通じた PR を行い、更なる消費の拡大を図る。  

（３）業務内容 

   別添の道産水産物需要拡大事業委託業務実施要領のとおり。 

（４）契約期間 

契約締結日から令和６年（２０２４年）３月２２日（金）まで 

（５）納入場所 

   名 称 北海道水産林務部水産局水産経営課水産流通係 

   所在地 札幌市中央区北３条西６丁目（〒０６０－８５８８）  

 

２ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

複数法人による連合体（以下「コンソーシアム」という）又は単体の企業とする。 

コンソーシアムの構成員及び単体の企業は、次の要件をすべて満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に掲げる者で

ないこと。  

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されてい

る者でないこと。  

（３）道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

（４）道内に事務所又は事業所を有する者であること。  

（５）道税を滞納していない者であること。道に納税義務のない者は、本店所在地の法人事業

税を滞納している者でないこと。  

（６）暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団員関係事業者等であることにより、道が

行う競争入札への参加を除外されていないこと。  

（７）次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除

く。）。  

  （ア）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

  （イ）厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

  （ウ）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

（８）コンソーシアムの構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として、このプロ

ポーザルに参加する者ではないこと。 

 



３ 企画提案指示書の交付に関する事項  

（１）北海道水産林務部水産局水産経営課ホームページからのダウンロード  

  ア 交付期間  

公告の日から令和５年（２０２３年）７月３日（月）まで  

  イ ホームページのＵＲＬ  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/156115.html 

（２）直接交付  

  ア 交付期間 公告の日から令和５年（２０２３年）７月３日（月）まで（交付時間は土

曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く平日の午前９時から午後５時まで。）  

  イ 交付場所 以下１０に同じ  

 

４ 参加表明書の提出について  

（１）公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、次のアからエまでに定めるところに

より参加表明書等を提出し、上記２に掲げる資格を有するかどうかの審査を受けなければ

ならない。  

  ア 提出期限  

    令和５年（２０２３年）６月２３日（金）１７時（必着）  

  イ 提出場所  

    以下１０に同じ  

  ウ 提出書類  

    参加表明書及び添付資料  

  エ 提出方法  

    持参（受付時間は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日を除く平日の午前９時から午後５時まで。）又は郵送（配達記

録、簡易書留、書留のいずれか）により、１部を提出  

（２）審査を行ったときは、審査結果を通知する。  

 

５ 企画提案書の提出期限、場所及び方法  

（１）提出期限  

   令和５年（２０２３年）７月３日（月）１７時（必着） 

（２）提出場所  

   以下１０に同じ  

（３）提出書類  

   企画提案書、付属資料  

（４）提出方法  

   持参（受付時間は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日を除く平日の午前９時から午後５時まで。）又は郵送（配達記

録、簡易書留、書留のいずれか）により、８部（※）を提出  

   ※１部は提案者名を記載し、残りの７部には提案者名を記載しないこと（また、企画提

案書の文中には提案者名を記載しないこと）。  

 

６ プロポーザル審査会  

  令和５年（２０２３年）７月１０日（月）にプロポーザル審査会を開催し、提案内容を聴

取する。  

 



７ 提案の無効  

公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効

とする。  

 

８ 最良の提案をした者の選定方法  

あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案

をした者（以下「特定者」という。）を選定する。  

 

９ 契約手続  

特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続

きを行う。  

 

１０ 公募型プロポーザル方式に関する事務を担当する組織  

（１）名 称 北海道水産林務部水産局水産経営課水産流通係（担当：吉江、越智）  

（２）所在地 札幌市中央区北３条西６丁目（〒０６０－８５８８）  

（３）連絡先 電 話    ０１１－２０４－５４６４（直通）  

       ファクシミリ ０１１－２３２－８９０４  

 

１１ その他  

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。  

（２）無効となる参加表明書又は企画提案書  

 ア 提出期限、提出場所、提出方法に適合しないもの。  

  イ 企画提案書作成要領に指定する作成様式及び作成上の留意事項に示された条件に適

合しないもの。  

  ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。  

  エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。  

  オ 虚偽の内容が記載されているもの。  

（３）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。  

（４）審査結果及び特定者名は公表する。  

（５）詳細は企画提案指示書等による。  


